
 

 

第 ２分科 会 

 

研   修 



１　特別支援教育を推進する教員（コーディネーター等）を対象とした研修の工夫と課題

　　（表中の値は機関数、工夫は５つまで重複回答）

【工夫した点】
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

74 20 22 9 26 23 13 14 10 16 6 233
41 5 27 7 3 14 4 2 2 12 5 122
50 37 10 20 39 12 11 9 5 19 3 215

※その他（内容）
特別支援学級設置校校長の専門性向上
高等学校における特別支援教育推進リーダー研修

※その他（工夫した点）
・新規担当予定者に対する研修の実施 ・受講者を市町教育委員会が推薦
・校内OJTによる実践の研究の企画 ・該当職務２年目までの者の研修実施
・最近の知見の学び ・外部講師（大学教授）招聘
・継続講師による内容の積み上げ ・チーフコーディネーターの指名
・特支校のセンター的機能の活用 ・特別支援学校での1日実習の実施

【課題】
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

25 35 17 18 7 5 6 20 20 5 1 159
22 31 15 16 3 2 1 14 13 8 0 125
24 28 13 17 2 23 10 21 17 5 2 162

※その他（課題）
・講師の確保
・心理検査の四角を保有する職員が不在
・各学校での新特担のフォロー

２　１以外の特別支援教育に関する研修の工夫と課題
　　（表中の値は機関数、内容は３つまで、工夫は５つまで複数回答）

【工夫した点】
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

33 10 7 5 1 8 3 2 5 17 7 98
22 16 5 5 9 0 8 6 2 8 2 83
18 11 15 4 11 4 1 3 4 4 1 76
13 11 4 4 3 2 1 2 1 6 1 48
11 8 2 4 1 6 0 2 4 8 1 47
7 4 2 5 0 3 1 3 1 3 0 29
4 0 2 0 1 0 1 0 1 4 1 14
4 0 3 0 0 2 1 0 1 0 0 11

12 8 1 2 0 3 1 1 3 10 3 44
5 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 14
2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
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心理検査の実施と解釈

通常の学級における発達障害の理解と支援

新任特別支援学級等担当者研修

通級指導教室専門研修

特別支援学校対象の専門的研修

第２分科会　研修に関する事情聴取の集約結果

主題　特別支援教育に携わるすべての教職員の専門性向上のための研修の在り方
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特別支援学級や特別支援学校対象の専門講座

特別支援教育全般の専門研修

特別支援教育の今日的課題

通常学級における特別支援教育の観点からの授業づくり

幼稚園や高等学校に特化した研修講座



※その他（内容）
・自立活動の研修
・オリ・パラ（ボッチャ）
・特別支援教育支援員の研修

※その他（工夫した点）

・対象校種をよく知る講師の選定 ・出前研修の実施
・大学教授の講義と実践発表の組み合わせ ・講師の確保
・休日を利用して教職員が自主的に参加する研修 ・特別支援教育指導員配置による理解促進
・教職員と学生の合同研修 ・障害種別の研修実施
・著名な講師の招聘
・疑似体験
【課題】

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

21 20 6 9 8 13 1 11 15 3 0 107
9 12 7 6 2 14 1 8 10 1 3 73

11 12 10 9 6 0 3 8 10 3 0 72
9 4 6 4 0 4 0 3 7 0 0 37

12 12 4 5 1 3 0 4 7 2 0 50
6 5 3 2 1 2 1 1 2 2 1 26
1 0 3 1 2 1 0 2 3 0 0 13
2 2 1 2 0 1 1 1 2 0 0 12

10 6 3 3 6 4 0 4 8 2 0 46
3 2 2 0 1 1 0 5 3 0 0 17
2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

※その他（課題）
・学校の組織づくり
・課題の焦点化
・対象の絞り込み
・指名の継続性
・申込数の少なさ
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特別支援教育の今日的課題

心理検査の実施と解釈

通常学級における特別支援教育の観点からの授業づくり

幼稚園や高等学校に特化した研修講座

新任特別支援学級等担当者研修

通級指導教室専門研修

特別支援学校対象の専門的研修

特別支援学級や特別支援学校対象の専門講座

特別支援教育全般の専門研修



３　研修の効果的な在り方と受講者の自主的研修や校園内研修の充実に向けての支援
　(1) 研修の効果的な在り方
　　　（講座の持ち方等の工夫について効果的と考えるものを各項３つ選択）
　　【研修形態の工夫】 回答数

①協議 47

②演習 54

③事例検討 43

④体験 15

⑤ロールプレイ 4

⑥発表 7

⑦事前調査実施 5

⑧その他 2

　　【研修実施の工夫】 回答数

①選択制 24

②障害種別 17

③経験年数別 10

④地域の学校との連携 15

⑤協議の深まり等を意識したｸﾞﾙｰﾌﾟ 35

⑥ﾆｰｽﾞに合った講師の招聘 47

⑦時間・時期の工夫 26

⑧その他 0

　(2) 自主的研修や校園内研修の充実に向けての支援
　　　（実施している支援方法のうち主なものを３つまで選択）

回答数

①校園内研修等への主事の派遣 56

②出前講座を実施 27

③休日、夜間、長期休業中の講座・相談ｾﾐﾅｰ等の開催 21

④文献、視聴覚資料、検査器具等の貸し出し 23

⑤Ｗｅｂページ等による情報提供 25

⑥計画的にｾﾝﾀｰ以外の会場で研修を設定 7

⑦指導方法やｱｾｽﾒﾝﾄについて電話、ﾒｰﾙ等で対応 17

⑧その他 1

４　特別支援教育に関する研修を企画・運営するにあたっての課題と今後考えられる方策
　　【課題】 回答数

①受講者のﾆｰｽﾞの違いへの対応 40

②ﾆｰｽﾞに応じた研修実施のための人的、予算的条件整備 23

③研修講座の増設、受講者数の拡大等の困難さ 21

④研修講師の不足・確保 13

⑤担当指導主事の不足 12

⑥ｾﾝﾀｰの主事自身の専門性の向上 13

⑦県・市教委が行う施策・研修との調整による効率化 21

⑧管理職への特別支援教育に関する研修 16

⑨研修会場確保のための予算措置 2

⑩時間・会場等、講座開設方法の工夫 15

⑪その他 1
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【今後考えられる方策】

①研修内容及び講師選定の工夫（37）

　・指導主事候補の教員を講師として招聘し、講座運営に参画させるなどの人材育成の取組

　・高等学校における「通級による指導」制度運用開始に伴う高等学校特別支援教育コーディネーター研修等の充実

　・新学習指導要領への移行に伴う教育課程の充実に繋がる研修内容、講師の検討

　・特別支援教育の動向や研修者のニーズを踏まえた研修講座内容の検討と改善

　・年次研修や関係諸機関と連携し、若手講師の育成や発掘を図る。

　・研修受講者のアンケート分析を行い、研修構築を見直す。

　・新学習指導要領の内容に対応した研修内容の充実

　・校務分掌に応じた研修設定ではなく、ＳＳＴやＵＤＬ、保護者対応等の内容単発の希望研修を実施する。

　・小、中学校における特別支援教育の充実のため、特別支援学級及び通級指導教室担当者の資質能力向上を目指し、レベルアッ

プ、ステップアップを目指した研修となるよう、従来の研修講座の見直しと活用、周知を図る工夫をする。
　・研修受講者のアンケートをもとにニーズを把握し，次年度の研修内容に反映させる。

　・受講後のアンケートの結果等から受講対象者のニーズを把握し、次年度以降の講座を構築する。

　・県の現状と課題を把握した上で、研修の企画から実施まで、高い専門性のある外部の機関へと依頼する。

　・担当部署が違う県が主催する研修について、内容やニーズを踏まえて実施方法や機会を精選、充実させる。

　・研修後期間をおいてアンケートを行い、次年度の講座構築に活かす。

　・受講者のニーズに応じられるように、「基礎編」「専門編」と分けるなど、内容に応じて選択しやすい工夫を図る。

　・研修内容の重複の解消と系統的な研修の実施

　・受講者のニーズを的確に把握し対応する。

　・受講対象者を絞った研修を実施する。

　・障がい種、校種に応じた研修内容の工夫

　・特別支援学校教員、通常の学級担任等、受講対象者の校種のバランスを考えた研修を企画し、ニーズに応じることができるよう

内容を工夫する。
　・教職員のキャリアステージと関連した研修体系の整理と県民に対する周知

　・研修講師に係る情報を県内及び県外研修等で収集する。

　・研修終了時のアンケート等をもとに、より受講者のニーズを反映した研修を企画、実施する。

　・アンケート等により受講者のニーズの把握に努めるとともに、特別支援教育に関するキャリアステージに応じた研修を実施し、
個々の教員の資質・能力の向上を図る。

　・全校種に対応した研修テーマの設定

　・受講者のニーズ及び現在の動向からの研修内容見直し

　・アンケート集約結果及び関係部署との情報交換による受講者のニーズ把握

　・限られた予算内での研修講座を実施するため、年度毎に障害種別の研修講座に予算的な軽重を付け、遠方から講師招聘を行

う。
　・該当職務２年目までの者を対象とした研修講座において、学校訪問による支援の流れ（観察→発達検査の実施→面談）を想定し
た講義･演習を実施（特別支援教育コーディネーターの実務と接続した研修講座の工夫）

　・受講者の学校種、経験等を踏まえた内容の構築。研修中の受講者とのやり取りや研修評価シートを通して受講者の悩み・ニーズ
等を把握し内容構築に反映させる。

　・受講者のニーズに応じた研修としていくため、事前アンケート調査を実施し、研修講座を組み立てる。

　・受講者アンケートによるニーズの把握とこれまで企画のなかった分野（進路指導や性教育など）の検討

　・働き方改革と相まって、他の研修と内容や時期等にかかわる調整・生鮮

　・研修の受講や実践経験を経て，一定の力量や知識を身に付けた教員がさらに指導力・専門性を向上させるための研修を充実さ

せていく。
　・発達障がいについて、実態把握・指導・自立と社会参加に関する専門性の高い有識者（大学教授等）による連続講座を継続して

実施していく。
　・人的・予算的な確保が課題であり，広島市教育委員会学校教育部特別支援教育課と連携を取り，充実に努めたい。

　・近隣大学との連携による講師の選定

　・より実践的な内容について、経験豊富な退職教員等を活用した研修

　・派遣研修修了者や各圏域教育事務所からの情報に基づき、研修講師候補となる人材を上げる。

　・実践報告者を育成する。

　・経験年数や力量差に対応するため，講師との事前打合わせ時に受講者の状況を伝える等，ニーズに応じた研修が実施できるよ

う努めたい。
　・事前アンケート等により，受講者のニーズを把握する。



②他機関との連携

　・大学と連携して研修会を実施することにより，教員志望の学生と現職の教員が相互に学びを深められるようにする。

　・県教委との役割分担の明確化を図りながら、連携をして特別支援教育への理解を深める取組を進める必要がある。

　・県・市町村教委等からの聞き取り

　・県や市町の教育委員会と連携した地域の課題に応じた特別支援教育推進のための研修

　・通常学級内における発達障害のある子への支援については、各教科や学級づくり、生徒指導の中でも実施できるよう、更なる研
修の充実と組織内の連携を推進する。

　・地域支援センター等と連携した講座の充実

　・県内大学との連携による講座

　・市町教委との連携による講座

　・各地域の研究会や市町村の研修と連携し、役割分担や実施時期の調整等を図る。

　・外部専門機関を効果的・効率的に研修等へ活用すること

　・都道府県と政令市、特別支援学校が実施する研修を、相互に受講可能とする。ただし、互いの研修の体系や意図、受講手続きな
どの調整が課題だと思う。

　・文科省等が配信している研修のＶＴＲを各校の実情に応じて視聴する。

　・特別支援教育にかかわる市教委の各部署との一層の連携と役割分担をすすめること。

　・特別支援教育に関するニーズが高くなっている現状で、ニーズに応じた研修の実施、研修講座の増設に対応するためには、セン

ターの研修以外に近隣の自治体や大学等と連携して研修講座を設置し、受講しやすい環境を整えることが重要である。また、教職

員に広く広報し講座について周知することが大切である。

　・義務教育課，高校教育課，幼保推進課との研修内容の検討

　・各障害種別の研修会について、特別支援学校を会場に専門性の高い当該学校教員を講師にして開催していく。

　・市町村教育委員会との連携の更なる充実

　・研修当日のみでなく、教育事務所やセンター的機能担当者等と連携しながら、事後もつながりをもって支援を行う。

　・各教育事務所と連携し、研修の広報やオープン参加を可能とするなど、より多くの教職員が受講できるような対応を考える。

　・教育庁や教育事務所等の特別支援教育担当者間で、研修の在り方について定期的に会議を設ける。

　・センター研修の精選が求められる中、本庁特別支援教育課や市町村教委主催の研修等との内容分担や日程調整等を行う。

　・管理職への特別支援教育に関する研修に関して、市町村教育委員会や教育事務所との連携を図る。

　・発達障害者支援センター等との連携

③研修形態の工夫

　・研修講座や学校等の校内研修の中で、特別な教育的支援が必要な幼児児童生徒について事例検討する場面を設け、具体的な
支援を導き出すことができるようにする。

　・高等学校における特別支援教育の理解推進

　・研修履歴システムの導入（経験年数による内容の区分。受講済研修履歴の把握等）

　・県の施策として実施する研修と時間や会場を調整しながら、各ニーズに応える研修を企画する。ネットで配信される講座を視聴す
る研修受講の可能性を考える。

　・研修体系の整備や研修講座の改善

　・学校現場への研修効果の還元のための研修方法の工夫（センター招集型から出前型へ）

　・講義内容のビデオ配信

　・受講者が受講後に取り組みたいことを具体化できる講座構成

　・特別支援教育に関する研修者増加に伴う会場設定、演習内容や協議班等の工夫

　・Ｗeb配信等を検討し、研修に係る指導者及び受講者の負担を軽減する。

　・学校を離れる時間が短くて済むように、地域開催や午後のみの開催の研修を増やす。

　・受講者アンケート結果を踏まえ、研修ニーズに合わせた研修内容・研修携帯で実施できるように工夫する。

　・各教育機関をつないだ遠隔通信研修による効率化

　・段階的に専門性を高めるために、複数の講座をパッケージ化する。

　・実践に結びつけやすい具体的で体験的な研修を計画する。

　・専門研修や自主研修（若手セミナー）等の効果的、継続的な実施

　・講義・実践発表・演習・協議等を組み合わせ、一貫性のある講座運営



　・学校会場による実地研修

　・より受講者が課題意識をもって、主体的に研修を行うための研修形態の工夫

　・集合研修だけでなく、オンライン研修、サテライト型研修を組み合わせる。

　・講義・協議・演習を盛り込んだ研修形態

　・（限られた予算内で）多様なニーズに応じられるような、内容の選択と日程等の柔軟な設定（隔年開催等を含む）

　・受講者が参加しやすく、ニーズにタイムリーに応えられるように、例えば、webで研修を配信する。ただし、内容の更新や効果測定
などのシステム作りが課題だと思う。

　・上記の講座を受講した教員が、各地域の特別支援教育推進のリーダーとして相談支援、事例報告等を行い、本市特別支援教育

を一層推進していく。
　・大学と連携して大学の講座等に教職員が参加する。

　・巡回相談形式でＯＪＴ的な指導が受けられる研修

　・遠隔授業システムを活用した研修システムづくり

　・「教員のキャリアステージにおける資質の向上に関する指標」に沿って今年度の研修について検証し、次年度以降の研修を整

理・構築する。
　・受講対象者の力量差に対し、力量別にグループを編成する。または、力量差のあるグループを編成し、学び合える機会を設け

る。
　・主体的な参加を促すため、協議演習を取り入れた研修講座の設定を行う。

　・演習や協議を取り入れた研修形態の工夫

④指導主事の研さん

　・県内外の研修会等への参加による最新情報の収集、人脈づくり

　・いわて特別支援教育推進プラン（H３１年～）に合わせた研修推進のための研鑽

　・講義資料の事前協議、研修会への自主参加

　・センター指導主事の専門性を向上させるための計画的な所内外研修の実施

　・特別支援教育にかかわる研修講座の内容の検討と共有化

　・所員研修による指導主事の専門性の向上

　・通常の学級において有効な特別支援教育に関するアドバイスができるよう、集団作りやカウンセリングに関する研さんを行う。

　・指導主事の特別支援教育に関する専門性の向上

　・行政・学校現場の現状と課題等に対応できる人材の育成

　・学校や地区単位のニーズに応じた出前サポート等における研修の実施

　・動画の活用について検討し、研修機会の拡充や研修内容の充実を図る。
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